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お取引先様各位 

 

 

新型コロナウイルス非常事態宣言への弊社対応 

 

 

4 月 8 日政府発令の非常事態宣言に対応し、弊社の勤務形態を以下のように 

変更しておりますこと、ご連絡申し上げます。 

 

1. 朝晩の通勤緩和の観点より、東京本社、大阪営業所とも、オフィスでの基本勤

務時間を午前 10 時から午後 4 時までに変更致しました。 

 

2. 営業社員は、基本的に在宅テレワークを行っております。 

 

3. 上記は 4 月 8 日から 5 月 1 日までの間、実施致します。 

 

4. 入出荷、受発注業務は従来通り変更ありません。但し、海外サプライヤの一部

は、オフィス閉鎖で新規の受注処理が出来ないサプライヤが出ております。 

該当するサプライヤに関しましては、個々に担当営業からご連絡致します。 

 

上記に加えまして、国際航空便の大幅な減便により、航空運賃の高騰と、積荷 

スペースの減少が発生しております。この影響で、輸送コストの上昇と共に、 

輸送期間が長期化しております。詳細は、個々に担当営業からご連絡致します。 

 

 

以上 

 


